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１．はい！相談室です 

リチウムイオン電池の発火事故を防ぐために 

２．３月まで「若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン」を実施中です 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

１．はい！相談室です 

【相談事例】  

＜事例１＞ 

スマートフォンをモバイルバッテリーで充電したところ、モバイルバッテリーが加熱、発火し

た。 

＜事例２＞ 

モバイルルーター用のリチウムイオン電池が膨張していた。 

 

【アドバイス】  

近年、私たちの生活に欠かせないスマートフォンやモバイルバッテリーなど、多くの製品にリ

チウムイオン電池が使われています。この電池は小型で軽量、多くのエネルギーを蓄えられると

いう利点がありますが、製品の不具合や取り扱いの問題で内部の部品が壊れて、発煙・発火など

の事故につながる場合があります。事故を防ぐために、日常的な点検と正しい取り扱いをするこ

とが重要です。 

①購入する際はメーカーや販売元が確かな製品を選び、リチウムイオン電池及びモバイルバッテ

リーには「ＰＳＥマーク」が表示されていることを確認しましょう。製品の使用前には必ず取扱

説明書や注意書きをよく読み、正しい取り扱い方を確認しましょう。 

②リチウムイオン電池が使われた製品を暖房器具の温風の当たる場所や炎天下の車内、直射日光

の当たる場所などの暑い環境に放置すると発火する恐れがあるのでやめましょう。熱のこもりや

すい鞄の中で保管していたモバイルバッテリーから発煙・発火した事故も起きています。また、

落下などの強い衝撃を受けると内部でショートが起こり、発煙・発火につながる場合があるので

気を付けましょう。保管する場合は、万が一の被害に備えて不燃性のケースなどに収納しましょ

う。電池の異臭や異常な発熱、変色、変形など通常と異なることに気づいたときは、直ちに使用

を中止してメーカーや販売店に相談してください。 

③リチウムイオン電池の処分方法は自治体ごとに異なります。処分する際は自治体のルールに従

い、適切な方法で処分してください。 

 

事業者が販売後の製品の回収や改修、消費者への注意喚起を行う場合があります。最新情報は

事業者のホームページや消費者庁のリコール情報サイトで確認してください。 

 

＜参考資料＞ 

○国民生活センター報道発表（2024年 9月 2日更新 2021年 3月 18日公表） 

リチウムイオン電池及び充電器の使用に関する注意 

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210318_1.html 



 

○独立行政法人製品評価技術基盤機構 

Vol.481 7月 22日号「リチウムイオン電池搭載製品の事故」 

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/mailmagazin/2025fy/vol481_250722.html 

○消費者庁リコール情報サイト 

https://www.recall.caa.go.jp/ 
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「困ったな」「おかしいな？」と思ったら、すぐに消費生活センターなどに相談しましょう。商

品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど専門の相談員が受付け、公正な立

場でトラブル解決のための助言、あっせん（消費者が当事者として事業者と交渉するための手助

け）、情報提供などを行います。 

◇ご相談は「消費者ホットライン」をご利用ください。 

全国共通・局番なし３桁「消費者ホットライン：１８８（いやや）」 

最寄りの消費生活相談窓口、又は国民生活センターをご案内します。 

※相談できる曜日・時間帯は、お住いの地域の相談窓口によって異なります。 

※相談は無料ですが、通話料金はご負担ください。 
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２． ３月まで「若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン」を実施中 

 

関東甲信越地区の１都９県及び６政令指定都市及び国民生活センターでは、毎年１月から３月

までの期間に「若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン」を実施しています。 

茨城県では、はたちの集いや卒業、進学・就職の時期に当たるこの時期に、若者が被害に遭い

やすい事例などをホームページ等で啓発し、悪質商法等による若者の被害防止を呼びかけます。 

○公式ＨＰ：「いばらき消費生活なび」若者向けキャンペーン特設サイト 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/project/campaign/young.html 

○公式Ⅹ：いばらき消費生活なび@Ibaraki_CAN 

https://x.com/Ibaraki_CAN 
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※当メールマガジンの配信を停止したい場合は、ホームページ「いばらき消費生活なび」より配

信停止の手続きを行ってください。 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/project/mail-magazine.html 

このメールに心当たりのない場合やご不明な点がある場合は、お手数ですが

mail:syose@pref.ibaraki.lg.jp までご連絡ください。 
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【お問合せ先】 

発行・編集 茨城県消費生活センター 

〒310-0802 茨城県水戸市柵町 1丁目 3番 1号 

TEL：029-224-4722 

FAX：029-226-9156 
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